
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お申し込み・ 
お問い合わせ 

朝霞市社会福祉協議会 

手話通訳者等派遣事務所 

☎048-486-2479【直通】 FAX 048-486-2473 

URL:https://www.asaka-shakyo.or.jp 

発行 年４回（春号・夏号・秋号・冬号） 

号 夏 
2 0 2 2 - 7 

No.43 

【日 程】10月 19日～令和５年３月 29日 

     期間内の 水 曜日 

【時 間】午前 10時～正午 

【回 数】全 20回（特別講演を含む） 

【会 場】朝霞市コミュニティセンター 他 

【費 用】3,300円（テキスト代として） 

     ※すでにお持ちの方は不要 

【対象者】市内在住または在勤で、入門講習会修了 

もしくは同程度の技術を有する方（全日 

程参加可能な方） 

【定 員】８名（定員を超えた場合は、令和４年度 

入門講習会の受講者を優先） 

 

 夏休みに、聴覚に障害がある方のコミュニケーション手段のひとつ、手話を学んでみませんか？ 
 小学生から参加できます。親子での参加も大歓迎です！！お申し込み、お待ちしています。 
【日 程】７月２９日、８月５日、１９日、２６日（すべて金曜日） 

【時 間】午前１０時～正午 

【場 所】朝霞市総合福祉センター はあとぴあ  

【対 象】朝霞市在住で手話の興味のある方（小学生以上） 

     ※未就学児の同伴はできません。 

【定 員】１２名（先着順）  【参加費】無料 

【募集期間】７月 1日（木）～定員に達し次第受付終了 

【申込方法】電話・ＦＡＸ・来所 

【必要事項】①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話または FAX番号 ④年齢（または学年） 

【日 程】10月 13日～令和５年３月 30日 

     期間内の 木 曜日 

【時 間】午後 7時～9 時 

【回 数】全 20回（特別講演を含む） 

【会 場】朝霞市総合福祉センター はあとぴあ 

【費 用】3,300円（テキスト代として） 

     ※すでにお持ちの方は不要 

【対象者】市内在住または在勤で、基礎講習会修了 

もしくは同程度の技術を有する方（全日 

程参加可能な方） 

【定 員】８名（定員を超えた場合は、令和４年度 

基礎講習会の受講者を優先） 

 

《共通事項》 
【募集期間】９月５日（月）～２２日（木） ※土･日･祝日を除く 
【申込方法】電話・ＦＡＸ・来所 

【必要事項】氏名（ふりがな）・郵便番号・住所・電話番号・手話経験 

【その他】本講習会は、感染状況や社会情勢を鑑み、Zoom によるオンライン講習の 

可能性があります。そのため、受講生のみなさまには、インターネット環境や 

パソコンなどの準備が必要となる場合があります。何卒ご了承ください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行  朝霞市社会福祉協議会（手話通訳者等派遣事務所） 

住 所  朝霞市大字浜崎 51 番地の１ 朝霞市総合福祉センター内 

F A X  048(486)2473  T E L 048(486)2479 

案内図 

手話通訳派遣実績 ３月～５月（件） 

 

（ホームページでは情報を随時更新しています。

右の QRコードからご覧ください） 

手話通訳付きイベントのお知らせ 

人権問題講演会 「ヤングケアラー当事者の人生から考える支援の方法」 

【日時】7月 20日（水）午後 2時～3時 30分（午後１時 30分開場） 

【会場】朝霞市コミュニティセンター ホール 

【講師】宮崎 成悟さん（一般社団法人ヤングケアラー協会代表） 

【申込】7月 1日（金）～12日（火）電話・FAX・申し込みフォームで受付 

※FAX で申込の場合は、タイトルに「人権問題講演会参加希望」と 

明記し、住所・氏名（ふりがな）・日中連絡の取れる連絡先・メール 

アドレスを記入して申し込んでください。 

【定員】200名（先着順） 

お申し込み・ 
お問い合わせ 

朝霞市 

生涯学習・スポーツ課 

☎048-463-2403【直通】 FAX 048-467-4716 

Mail:syogaku_sports@city.asaka.saitama.jp 

手話通訳派遣の際の対応について 

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、手話通訳派遣の際
には下記の対応をとらせていただきます。利用者のみなさまの
ご理解とご協力をお願いいたします。 
①医療機関への通訳を依頼する際には、日にち、 
場所、時間と、派遣内容（受診する科、症状、 
発熱の有無など）を必ずお知らせください。 
②手話通訳を行う際、マスクやフェイスシールド、 
マウスシールド等を着用する場合があります。 

聴覚障害や言語障害など、電話による通報が困難な方を対象に、インターネット機能を使用し

てスマートフォンで１１９番通報ができるシステム、『ＮＥＴ１１９』。 

今回、埼玉県南西部消防局にご協力いただき、ＮＥＴ１１９を実際に使った通報体験会を開催し

ます。未登録の方は、その場でＮＥＴ１１９の登録もできます。ぜひご参加ください！ 

（なお、この体験会は、朝霞市登録手話通訳者研修を兼ねています） 

【日 時】９月１０日（土）午前９時～１１時 

【場 所】朝霞市総合福祉センターはあとぴあ アリーナ（２階） 

【対象者】朝霞市・志木市・新座市在住の聴覚障害者、登録手話通訳者 

【参加申込】必要ありません。直接会場へお越しください。 

【その他】新規登録手続きは、体験会終了後に行います。 

申し込みフォームは 
こちらから 

お問い合わせ 
朝霞市社会福祉協議会 

手話通訳者等派遣事務所 

☎048-486-2479【直通】 FAX 048-486-2473 

URL:https://www.asaka-shakyo.or.jp 


